
国際的視野から考える
介護労働
産業医科大学

医学部 公衆衛生学教室
松田晋哉

社会保障研究会
2021年7月15日



ドイツ
• 1995年から公的介護保険制度を導入
• 介護給付に介護サービスの「現物給付」と介護手当
としての「現金給付」がある

• 強制加入となっており、国民は加入している健康保
険に併設されている介護保険の被保険者となる

• 介護保険料は労使折半負担で、原則として我が国の
ような公費負担はない



インフォーマル介護
者（家族など）保険者

要介護者

保険料

保険による保護、
要介護認定、
現金給付、
介護相談、

各種支援（相談・研
修・社会保険など）

介護

現金

現金給付の構造

(支援によっては）申
請

資料： 吉田恵子（2021）



介護サービス供給者保険者

要介護者

保険料

要介護認定、
介護相談、
保険による保護

保険者・各供給者間で
契約した各サービスに
対する料金を、介護度
に応じた上限額まで支
払

介護サービス

料金と給付額の
差額の支払

現物給付の構造

請求書

資料： 吉田恵子（2021）

請求書



サービス供給者
民間保険：サービス一般

社会保険：世話・家事支援など一部
のサービスのみが対象

保険者

要介護者

保険料保険による保護

介護などサービ
スを提供し、
請求書を発行請求額の支払

償還給付の構造

償還 （サービス供
給者からの）
請求書提出

資料： 吉田恵子（2021）



主な給付方式・種類一覧

 

　主な介護給付種類 介護度1 介護度2 介護度3 介護度4 介護度5

在宅介護（現金、月） - 316 545 728 901

在宅介護（現物、月上限） - 689 1298 1612 1995

 +デイ・ナイトケア(現物,月上限) - 689 1298 1612 1995

 +ショートステイ（現物、年上限、年8週間まで） - 1612 1612 1612 1612

 +代替介護 家族/その他                            
(現物・ 償還、 年上限、 年6週間まで）　　　 

- 474/1612 817,5/1612 1092/1612 1351.5/1612

 +負担軽減手当(現物・償還、月上限)

 +住宅改修補助（一回の上限）

 +補助具 （現物、月上限）

 +グループホーム補助 (月）

 +グループホーム設立補助（設立時）

入所介護（現物、月上限） 125 770 1262 1775 2005

単位　ユーロ　出典：連邦保健省

125

4000

40

214

2500

資料： 吉田恵子（2021）



アセスメント：
モジュールの基準

出典：MDS https://www.mds-
ev.de/fileadmin/dokumente/Publikatione
n/SPV/Begutachtungsgrundlagen/Fachinf
o_PSGII_Kurzversion.pdf

資料： 吉田恵子（2021）



アセスメント：介護度の判定

出典：MDS
https://www.mds
-
ev.de/fileadmin/d
okumente/Publik
ationen/SPV/Begu
tachtungsgrundla
gen/Fachinfo_PSG
II_Kurzversion.pdf

介護度1 12,5以上 27未満 自立性または各種能力の損失は少ない

介護度2 27以上 47.5未満 自立性また各種能力がかなり失われている

介護度3 47.5以上 70未満 自立性または各種能力が大きく失われている

介護度4 70以上 90未満 自立性または各種能力が非常に大きく失われている

介護度5 90以上 100以下 自立性または各種能力の非常に大きく失われ、特別な介護が求められる

介護度対照表

資料： 吉田恵子（2021）



給付方式・種別受給者数の推移

資料： 吉田恵子（2021）



介護保険料率

資料： 吉田恵子（2021）



ドイツにおける介護人材確保対策（１）

• Altenpfleger（老年看護師）：看護師と同様3年間の職
業教育後に国家試験に合格して得られる資格→以前は
看護師教育から独立

• 給与は看護師より低く、また働く場所も介護施設に限
定

• 2017年の介護・介護職改革法により、2つの資格の教
育が一本化された。2年間の共通の教育＋
3年目の専門教育（総合看護、小児看護、老年看護のい
ずれかを選択）（教育費は無料）



ドイツにおける介護人材確保対策（２）

•外国人介護労働者の確保： 現金給付を使って

外国人介護者を住み込みで雇用（主に東欧諸国

からの短期間労働者・グレーな部分が多い）

•難民を対象とした介護士になるための教育：

学校教育中は滞在許可が得られ、介護士の資格

を取得すると就労滞在許可が発行される。



ドイツにおける介護人材確保対策（３）

• 2国間プログラム「トリプル・ウィン」による外国人介護士の
確保（対ベトナム）： 看護師に追加教育（介護、語学など）
を行うことで、介護人材として雇用。

• ドイツ国内の介護施設で受け入れ、ドイツ人同様3年間の職業
教育を受け、介護士国家試験とドイツ語試験に合格すれば、無
期限の滞在許可が申請できる。費用は全額、介護施設が負担。

• ほぼ全員が国家試験、語学試験に合格し、ドイツ国内で就職

• ドイツ政府はベトナム国内に学校も設立した。

• 同様のプログラムが中国、コソボでも展開されている。



フランス
• 保険ではなく、県の所管する社会福祉制度である「個
別化自立手当Allocation Personnalisée d‘Autonomie : APA」
で要介護高齢者にサービスを提供

• 在宅APAと施設APAがある。

• AGGIR (autonomie gérontologie groupes iso-ressources)とい
う全国共通の評価票によって決定される要介護度によ
り月間の利用額の限度が決まる。

• 財源は県の公費と国レベルで創設された個別化自立手
当基金（CNSA）への拠出金



AGGIRの概要



在宅APAサービス
県
医療福祉チーム

利用者

申請

AGGIRに
よる評価
給付額の
決定

給付

在宅APA事業者
支払い

サービス

支払い

原則、利用者からの
直接支払いだが、場合
によって県が事業者に
直接払うこともある

• ホームヘルプサービス
• 福祉機器貸与
• 配食
• 短期入所
• 受け入れ家庭制度、など



在宅APAの支給限度額（月額）

• GIR 1: 1,713.08ユーロ
• GIR 2: 1,375.54ユーロ
• GIR 3: 993.884ユーロ
• GIR 4: 662.95ユーロ
• GIR 5及び6と評価された場合: APAは受給できな
いが、県、老齢金庫、疾病金庫が提供する在宅
家事支援を利用することが可能



施設APAサービス

医療サービス

介護サービス

居住サービス

疾病金庫

APA
(要介護度に
応じた給付)

年金保険/社会扶助

自己負担

自己負担



APAの利用者及び支出の時系列変化の状況

出典： L’aide et l’action sociales en France – édition 2020, DREES.



在宅APA利用者の概要

出典： L’aide et l’action sociales en France – édition 2020, DREES



介護人材
• Aide soignant（看護助手）： 職業高校や専門
学校における1年間の教育、看護師の監督下に
看護の補助を行う。主に病院、介護施設などに
勤務

• Aide familiale（ホームヘルパー）： 国家資格
は要求されないが、養成学校の試験に合格し、
950時間の理論的講義と、33週間の4つの実践
的な実地訓練（サービス事業者でのインターン
シップ）をうけることで働くことが出来る。

•介護人材の専門性を高めるために、看護教育で
老年科専門看護師の育成が始まっている。



フランスにおける外国人介護
人材の雇用
• 在宅APAの現金給付を用いて、外国人介護人材を雇

用することも可能であるが、サービスの質、労働

者の労働環境の保障などの面で問題が多いことが

指摘されている。

• 高齢者看護・介護の専門職の魅力を高めることの

必要性が指摘されている。（看護助手もホームヘ

ルパーもその賃金は最低賃金SMICとほぼ同額）



アジアの高齢化の現状及び将来



台湾
• 2016年から公的介護保障制度を導入（社会福祉制度
の一環）

• 介護給付は在宅サービスと施設サービスの２つから
構成

• 社会保険制度への移行が検討されているが、実現可
能性は不明

• 外国人介護労働者が在宅介護のかなりの部分を担っ
ている



制度の歴史的展開

資料：余尚儒（2021）



• 65歳以上の国民（原住民族は55歳以上）
• 60-64歳の障碍者

軽度 (ADLの喪失1ʷ2項目)
中度 (ADLの喪失3ʷ4項目)
高度 (ADLの喪失5ʷ6項目)

要介護認定

在宅サービス： 訪問介護

通所サービス： デイケア

施設サービス： 高齢者施設

その他： 福祉用具貸与、住宅改修、配食、移送サービスなど

ケアマネージャーによる調整

申請

基準該当

特別市・県家族介護手当：
低所得家庭で、
重度要介護者の
場合（月額5000
台湾ドル）

サービス提供
者は公民ミッ
クス。民間の
場合は地方政
府と契約を結
んだ事業体

台湾における公的介護保障の概要



申請から利用
までの流れ

出所：https://1966.gov.tw/LTC/cp-4006-42523-201.html



要介護度別の区分支給限度額及び自己負担率



台北市大同区の地域包括ケアシステム

大同デイサービスセンター

地域包括ケアを行う区域が設定され、また当該地域を担当する健康サービスセンターと
台北市立聯合医院の家庭医あるいは地域の協力診療所の医師が決められている。

出典： 松田晋哉「ケースレポート地域医療構想と民間病院(第24回) 台北市における病院を中心とし
た保健医療介護ネットワークによる地域包括ケアの推進」病院、Vol. 77(8): 648-652, 2018



出典:小島（2015）

台湾の「外籍看護工」（外国人介護労働者）について



公的介護保険導入に関するジレンマ

•公的介護保険制度を導入した場合、外国人住み
込み介護労働者をその給付対象とすると、現状
では労働基準法の適用対象になっていない外国
人労働者を法的規定の中で雇用することが求め
られるようになる。

•現状： 平均給与7万円（最低賃金以下）、
80%が労働時間の規定がない。

•労働条件の悪さから、タイ及びフィリッピン政
府は労働者の派遣を見合わせる方針を出した。



韓国
• 2008年から公的⾧期療養保険制度を導入
• 介護給付に介護サービスの「現物給付」と介護手当
としての「現金給付」がある

• 強制加入で国民健康保険公団（HIRA）が統括。
• 財源構成（保険料＋国・地方自治体の公費）、運用
体制は我が国の介護保険制度と同様



政府
保健福祉家族部

国民健康保険
公団

国民健康
保険加入者
（20歳以上）

サービス事業者

市・道 市・郡・区

監督 監督

⾧期療養委員会

監督 支援

⾧期療養委員会

等級判定委員会

要介護認定
保険料
（健康保険
料の6.55％）

利用者
（原則65歳以上,

65歳未満は特定疾
患患者のみ）

（在宅給付）
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、
デイ・夜間介護、ショートステイ、
福祉用具貸与・購入、その他

（施設給付）
老人療養施設
老人専門療養施設
グループホーム

（特別現金給付）
家族療養費
特別療養費
療養病院看護費

費用請求

審査・支払い

サービス利用

指定
指導・監督

1等級：認定点数95点以上 ADL6項目以上自立不可能
2等級：認定点数75点以上95点未満 ADL5項目以上部分的不可能
3等級：認定点数55点以上75点未満 ADL3項目以上部分的不可能

自己負担
施設20％
在宅15％

(ケアプラン作成は
保険公団職員)

財源
保険料： 60ʷ65％
国 ： 20％
利用者： 20-25%

韓国の介護保険制度（2008年～）



介護保険制度の財源

⾧期療養保険料 保険料納付者は健康保険納付者(職場加入者、地域加入者)
と同一
⾧期療養保険料は健康保険料額にH後期療養保険料率掛け
て算定される
⾧期療養保険率は⾧期療養委員会の審議を経て大統領で決
める

国家負担 保険料予想収入料の20％負担(国庫)
医療給付受給権者の⾧期療養給付費用負担(国家と地方自治
体がそれぞれ負担)

本人一部負担 施設給付は20％、在宅給付は15％本人負担
国民基礎生活保障法による受給者は免除
医療給付受給権者などに対しては本人負担金50％軽減

資料：南商堯（2021）



サービス種類 サービス内容

在宅給付
（本人負担）
１５％）

訪問療養（訪問当 ⾧期療養担当者が受給者の家庭などを訪問して、身体活動と家事などを支援する⾧期療養給与

認知活動型訪問療養 痴呆専門教育を受けた療養保護士が認知訓練道具を活用した認知刺激活動提供及び日常生活を受給者
と共に遂行して残っている身体、認知機能の維持向上ための訓練を提供する。

訪問入浴（訪問あたり） ⾧期療養要員が入浴設備を備えた車両を利用して、受給者の家庭を訪問し、入浴を提供する給与

訪問看護（訪問あたり） 医師、漢方医又は歯科医師の指示に基づいて看護師、看護助手、または歯科衛生社受給者の家庭など
を訪問し、看護、診療の補助、療養に関する相談や口腔衛生等を提供する給与

デイケア及びナイトケア
（1日当たり）

受給者を一日中一定の時間の間に、⾧期療養機関に保護して入浴、食事、基本看護、認知症の管理、
緊急サービスなど心身の機能の維持・向上のための教育、訓練などを提供する給与

ショートステイ（1日
当）

受給者を月15日以内に期間⾧期療養機関に保護して身体活動のサポートと心身機能の維持・向上のた
めの教育・訓練などを提供する⾧期療養給与

その他在宅給付 受給者の日常生活や身体活動支援に必要な用具として保健福祉部⾧官が定めて告示することを提供し
たり、レンタルして、高齢者の⾧期療養保険対象者の利便性を図ろうと支援する⾧期療養給与※車椅
子、電動・手動ベッド、床ずれ防止マットレス及びクッション、バス用リフト、移動浴槽、歩行器な
ど

施設給与
（本人負担
20％）

老人療養施設 ⾧期療養認定を受けた人を入所させ給食療養とその他の日常生活に必要な便宜を提供する⾧期療養給
付

老人療養共同生活家庭
(グループホーム)

⾧期療養認定を受けた人に家庭のような住居与件で給食、介護とその他の日常生活に必要な便宜を提
供する⾧期療養給付

特別現金給与 家族療養費 ⾧期療養機関が大幅に不足している地域（島・僻地）に居住する者、天災などで⾧期療養機関が実施
する⾧期療養給与を利用が難しいと認められた者、身体。精神。性格などの理由で、家族などが⾧期
療養を必要とする者に支給（月15万ウォン支給）

特例療養費 受給者が⾧期療養機関に指定されていない⾧期療養施設などの機関と在宅施設の給与に相当する⾧期
療養給与を受けた場合、⾧期療養給与費用の一部を支給

療養病院看病費 受給者が[老人福祉法]上の老人専門病院または[医療]上の療養病院に入院した時に、⾧期療養に使用さ
れる費用の一部を支給

⾧期療養給付の種類

資料：南商堯（2021）



等級 1等級 2等級 ３等級 ４等級 ５等級 認知支
援等級

在宅 月限度額 1,520,700 1,353,700 1,295,400 1,189,800 1,021,300 573,900

本人負担
額
(一般15％)

228,105 203,055 194,310 178,470 153,195 86,085

老人療養施設 共同生活家庭

施設 等級 1等級 2等級 ３等級 1等級 2等級 3等級
金額(一日
当)

71,900 66,710 61,520 63,050 58,510 53,930

月金額(30
日基準)

2,157,000 2,001,300 1,845,600 1,891,500 1,755,300 1,617,900

本人負担
額
(一般20％)

431,400 400,260 369,120 378,300 351,060 323,580

在宅給付等級別月限度額

⾧期療養４等級及び５等級の受給者が施設給付を利用する場合は３等級の給付比率を適用

資料：南商堯（2021）



医師所見書

資料：南商堯（2021）



認定調査票

資料：南商堯（2021）



⾧期療養等級 判定基準 ⾧期療養点数

1等級 日常生活で全問的ケアが必要 95点以上

2等級 相当必要 75～95未満

3等級 部分的介助が必要 60～75未満

4等級 一定部分介助が必要 51～60未満

5等級 痴呆確定判定を受け日常生活が無理 40～51未満

認知支等級 痴呆確定判定を受けたが日常生活はで
きる状態

45未満

2008年までは３等級に区分されたが2,014年からは4,5等級が追加され
2018年以後は認知支援等級(6等級)が新設される。
資料：保健福祉部ホームペジ、老人⾧期療養保険ホームページ(www.longtermcare.or.kr)

⾧期療養保険等級判定基準

資料：南商堯（2021）



療養等級判定体系

療養認定書及び標準⾧期療養利用計画書通報

加入者ー⾧期療養認定申請

国民健康保険公団ー調査及び等級判定
訪問調査(公団職員)等級判定調査 欲求調査(Care Assessment)

一般事項
基本事項(ADLなど54個の評価判定項目)

特記事項

IADLなど36個項目
必要なサービス種類、内容など

PCによる判定結果(１次判定)
(項目別点数を 分析図に適用して療養点数算出)

⾧期療養等級判定委員会
(保健、医療、福祉学識経験者２次判定)

再調査⾧期療養等級(1～3)等外(健康な老人)

医師所見書

資料：南商堯（2021）



1等級 2等級 ３等級 ４等級 ５等級 認知支援等級

在宅給付（１～５等級利用可能) 在宅給付の中、
週夜間ほごだ
け利用可能

(ほかの在宅給
付及び施設給
付は利用不可)

施設給付(１～２だけ利用可能 施設給付(３～５等級理容不可、特別許可で利用可
能)

痴呆家族休暇制終日訪問療養(１
～２だけ利用可能)

痴呆家族休暇制終日訪問療養(３～５等級利用不可)

特別現金給付(１～５等級利用可能)

その他在宅給付(福祉用具)、痴呆家族休暇制、短期保護給付(１～５等級、認知支援等級すべて利用可能)

等級別に利用可能な給付(サービス)の種類

資料：南商堯（2021）



給付種類別⾧期療養給付実績

資料：国民保険公団2019老人長期療養保険統計年報

訪問療養

訪問入浴

訪問看護

週夜間保護

短期保護

福祉用具

老人療養施設

老人療養共同生活家庭

在宅給付

施設給付

区分

⾧期療養給付費 計

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

(単位:億ｳｫﾝ、%)

増減率
(前年対比)

資料：南商堯（2021）



老人⾧期療養保険財政の推移

資料：国民健康保険公団の資料をもとに、国会予算政策処で再作成

支出累積準備金 収入

資料：南商堯（2021）



老人⾧期療養保険財政収支の推移: 2018~2027年

2022年
累積準備金消尽

累積準備金財政収支

資料：南商堯（2021）



4
大
革
新
要
素

住居 高齢者のカスタムケア安心住宅
家の修理事業・コミュニティケア型都市再生ニューディール

健康
医療

集中型訪問健康サービス及び訪問医療
高齢者の慢性疾患専門の予防及び管理・病院地域連携室の運営

療養
介護

次世代老人⾧期療養保険の構築及び在宅医療給付新設
食事の配達など様々な新規在宅サービス及び回復リハビリサービス

サービス
連携

ケア案内窓口の新設(邑面洞)
・地域ケア会議など地域社会官民サービス連携・協力(市郡区)

推
進
ロ
ド
マ
ッ
プ

①先導事業を実施及び核心インフラの拡充段階（2018～2022）

先導事業実施：コミュニティケアモデルの開発
生活SOC投資：ケア安心住宅、住民健康センター、コミュニティケア都市再生ニュー
ディール
法及び制度の整備：（仮称）地域社会統合ケア基本法の制定、個別法と福祉事業のガ
イドライン整備

②地域社会統合ケア（コミュニティケア）提供基盤の構築段階（～2025）

⾧期療養など在宅サービスの大々的拡充
人材育成、ケアマネジメントシステムの構築と品質管理システム
財務戦略設け

③地域社会統合ケア（コミュニティケア）普遍化段階（2026～）

目標 2025年までに地域社会の統合ケア(コミュニティケア)提供基盤の構築

ビジョン 高齢者が住んでいたところで健康な老後を送ることができる包容国家

地域社会統合介護ビジョン及び目標

資料：南商堯（2021）



＜サービス連携＞

住居支援（ケア安心住宅）

一次医療慢性疾患管理

訪問診療活性化

集中型健康管理

在宅⾧期療養サービス

在宅医療給付モデル事業

高齢者介護サービス

新規サービス

（移動支援、栄養食提供など）

地域ケア会議
（市郡区単位）

地域社会
（在宅生活）

ケア案内窓口

医療給付
事例管理

福祉館など
民間機関

退院準備

在宅生活
（老化、疾病など）

病院
（退院準備）

コミュニティケア老人統合ケアモデル

資料：南商堯（2021）



韓国における外国人介護人材の雇用

• その多くは中国及びロシアの在外同胞労働者

• 韓国語の問題が少ないため、在外同胞には、他の外国

人よりも広範囲の職業が解放され、介護労働もその対

象となった。民間分野の介護事業では韓国人労働者の

割合が30%程度となっている。

• ただし、こうした外国人労働者の処遇の悪さが現在問

題となっている（低賃金、⾧時間労働、安全衛生面で

の配慮など）



各国の介護保障制度の概要



アジアの高齢化を受けて日本国内では以下の
ようなことが言われるようになった

• 日本の進んだ介護技術（特に介護ロボットなど）を他のアジア諸国に輸出し、

国際貢献と介護関連産業の活性化を図る

→ 介護ロボットのアジア展開は難しい（労働力が豊富）。むしろ、介護関連消耗品

（日本製の高品質の介護食や紙おむつなど）の需要が高まるだろう。

• アジア諸国における将来の介護需要増に対応するために国内で外国人介護人

材の育成を図る必要がある

→ 国内の介護人材不足に対する安価な労働力確保という発想では、海外から介護人

材を引き付けることは難しい（ドイツは同一賃金＋永住権取得可能）

→ 他のアジア諸国には「介護職」という専門職はない。看護師、理学療法士が主体

→これらの専門職が「介護対応のスキルを身につける」という「専門性の高度化戦

略」が必要→ ヨーロッパはアジア人材の活用に関して我が国の先を行っている（ド

イツはベトナムに看護学校を設立）。



アジア諸国で公的介護保険は
構築されるのか？

• 現時点で公的介護保障制度を持っているアジアの国は日本、韓国、

台湾のみ（中国が大規模実験中）

• いずれの国も財政的課題が大きくなっている

• 他のアジア諸国はこれらの国の状況を「反面教師」としてみている

• おそらく他のアジア諸国は家族介護が中心であり続け、富裕層を

ターゲットとした介護サービスのみがマーケットになる

• 日本の介護スキルや介護資材（紙おむつ、介護ベッド、ケア対応住

宅のノウハウなど）のマーケットが大きくなるのではないか？

• その際、コンビニなどの流通網（情報＋相談体制＋商品）を押さえ

ることが重要になるのではないか。

• 重要なことは介護関連情報の標準化のイニシアティブをとること



認定調査票 → ICF
介護レセプト → ICHI
（介護行為）

介護における状態像および
行為の標準化
・日本語↔英語↔他言語

アジアの他言語に対応した
教材の作成（テキスト・映像）
・サービス提供方法
・アセスメント手法（Simpleなもの）

介護業界（全老健・老施協など）及び専門学校
・福祉系大学と協力してアジアの人材育成を図る
（介護福祉士、リハ職、看護職、ケアマネ、医師、
マネジメント職、その他）

Qualityの高い介護関係職の育成

インドネシア（インドネシア語）
ベトナム（ベトナム語）
フィリッピン（英語・タガログ語・・・）
ミャンマー（ミャンマー語）
ラオス（ラオス語）
カンボジア（クメール語）

モンゴル（モンゴル語）
ネパール（ネパール語）
バングラデッシュ（ベンガル語）
タイ（タイ語）

中国（中国語）
台湾（中国語）

母国での介護ビジネスの実践

日本の介護事業の国際化

介護資材（紙おむつ、福祉機器、高齢者施
設の建設、介護食、・・・）

フランチャイズ
大学間協力

日系物流サービスによる提供
（ローソン、7-11等）

方法論のアジアに
おけるde facto化

→学会による発信

アジアの富裕層を対象とした介護
サービス（自費・民間保険）保険会社・信託銀行など

日本
*: アジア太平洋ヘルスサポート学会
（理事⾧ 田中滋 慶応大学名誉教授）

日本の介護サービスをアジア標準にする

産業医科大学
公衆衛生学教室で開発中



• 日本の介護保険制度で蓄積されてきた経験を国際的な枠組み
で標準言語化する（厚生労働省事業で現在実施中）
 状態像のICFによる記述
 介護行為のICHIによる記述
 英語化、フランス語化、ドイツ語化＋アジアの多言語化（特に中国
語、ベトナム語、インドネシア語、韓国語、タガログ語、ミャンマー
語、モンゴル語、クメール語、ネパール語など）

• アジアへの積極的な発信
 人材育成（安い労働職の確保ではなく、日本モデルを自らのビジネ
ス実践として母国で展開できる質の高い介護労働力の育成）

 ビジネス界の協力（モデルターゲット集団に対する試行的展開）
 学会を通じた発信（日本が中心となる アジア太平洋ヘルスサポー
ト学会 https://www.jshss.org/ja/home/）

必要な準備

その基盤となるデータベース作成とそれを用いた研究推進
→ 科学的介護（LIFEの活用）



ICF対応認定調査票



ICF対応認定調査票
（インドネシア語）



認定調査マニュアルの他言語化
（インドネシア語）

中国語、ベトナム語、インドネシア語、モンゴル語、英語、フランス語、ドイツ語版も作成済



ICF対応認定調査票
（中国語）



ICF対応認定調査票
（ベトナム語）



ICF対応認定調査票
（モンゴル語）



ICF対応認定調査票
（英語）



ICF対応認定調査票
（フランス語）



ICF対応認定調査票
（ドイツ語）



ICF・ICHI対応主治医意見書



ICF・ICHI対応主治医意見書
（インドネシア語）



ICF・ICHI対応主治医意見書
（中国語）



ICF・ICHI対応主治医意見書
（ベトナム語）



ICF・ICHI対応主治医意見書
（モンゴル語）



ICF・ICHI対応主治医意見書（英語）



ICF・ICHI対応主治医意見書（フランス語）



ICF・ICHI対応主治医意見書（ドイツ語）



日本の介護をアジアのモデルに
する戦略が必要ではないか？

•そのためには情報の標準化、教育・研修体系の
国際的視野での標準化が不可欠

• ルール作りに国として積極的にかかわる。

•また、不適切なバリアの除去、介護労働者全般
の処遇の改善などが不可欠。

• 今回の、コロナ禍で、我が国の政府は、外国人労働
者（技能実習生なども含む）に適切に対処している
だろうか？

• 今のままで、アジアの若者にとって、魅力ある国に
なれるのだろうか？



当教室で作成した報告書

ご興味のある方には差し上げますので、送り先をFAX（093-603-4307）でお知らせください。
大部となりますので、誠に申し訳ありありませんが、郵送料は着払いとさせていただきます。


